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「生活サポートのパートナー」の実現を応援します！！ 

本書では、「ハトマークグループ・ビジョン」に基づいた 
「まもりすまい安心パートナーパック」の概要、ご利用方法等につい
てご案内します。 
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「生活サポートのパートナー」を目指すハトマーク会員の皆様を応援するために、
住宅保証機構が提供するトータルパッケージです。 
（※サービス毎のお申し込みが可能です） 

１．まもりすまい安心パートナーパックとは 
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※ご利用は戸建住宅のみとなります。 

＜物件流通段階＞ 
安全・安心な住まいを 
届けるための 
❶ インスペクション 
     事業者の提供 
宅地建物取引業法上の
建物状況調査と既存住
宅かし保険等の申込に必
要な項目を2.5万円
（税抜）にて確認するイ
ンスペクション事業者を提

供します。 

＜アフターサービス段階＞ 
安心で豊かな暮らしを 
継続するための 
❸ロングライフサポート 
定期点検 
住宅履歴蓄積サービス 

 

 
 

＜契約成立段階＞ 
安心で豊かな暮らしを支えるための 
❷既存住宅瑕疵保険等の付保 

住宅の構造耐力上主要な部分と雨水の浸
入を防止する部分の瑕疵に対し保険付保
します。 

インスペクション 
ロングライフ 

サポート 

かし保険 

「生活サポートの
パートナー」へ 

ハトマーク 
会員様 

「宅地建物取引業法」上の建物状況調査に対応します！ 

インスペクションとは 
「宅地建物取引業の一部を改正する法律」に対応した「建物状況調査」と「まもりすまい既存住宅保険【検査機関
保証型】」の保険申込をする際に必要なかし保証検査を同時に行う調査及び検査の総称としてインスペクションと位
置付けています。 



２．まもりすまい安心パートナーパックの仕組み 
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ハトマーク会員様が窓口となり、お客様の「生活サポートのパートナー」として末永いお付き合いを続けてい
ただける仕組みです。 

地域密着型のサポートグループを築き上げ、お客様へワンストップサービスを提供できるようお手伝いする
仕組みです。 
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様 
 

ハ
ト
マ
ー
ク
会
員
様 

             
 

物
件
調
査 

売
買
契
約 

維
持
管
理 
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お客様の情報を
一元管理。 

インスペクション事業者 

定期点検代行事業者 

まもりすまい既存住宅保険 
【検査機関保証型】 

住宅履歴蓄積サービス 

サービス１ 

サービス２ 

サービス３ 

「まもりすまい安心パートナーパック」 

の提供 

 

既存住宅瑕疵保険の付保 

「生活サポートのパートナー」 
としてのお付き合い 

の提供 

お 
 

 

客 
 

 

様 
 

ハ
ト
マ
ー
ク
会
員
様 

インスペクション事業者 

定期点検代行事業者 

地域パートナーＧ 

地域密着型ワンストップ 
サービスの提供 

連携 

お客様の「生活サポートのパートナー」として新たな一歩を踏み出したい。そんなハトマーク会員様を住宅保証機
構は応援いたします。ぜひ、ご活用ください。 



３．ご利用の流れ 

不動産の媒介取得からお引渡しまで、「まもりすまい安心パートナーパック」の流れと合わせてご説明します。各
サービスのご利用方法については、各ステップごとのページをご覧ください。 

※ ハトマーク会員様が売主となる場合にご利用いただく保険は「検査と保険」がセットになった「まもりすまい既存住宅保険【宅建業者
売主型】」となります。インスペクションの結果を保険加入に活用することはできませんのでご注意ください。  詳しくは、住宅保証機
構(株)のホームページ（https://www.mamoris.jp/）をご覧ください。 

インスペクションの案内・申込 

売主様へのインスペクションのご案内とインスペクション事業者
への申込手続きをお願いします。 
詳細はｐ8をご覧ください。 

インスペクション結果の活用 

不動産取引において、インスペクションの結果を物件情報とし
て各種情報媒体に掲載いただけます。 
詳細はｐ10をご覧ください。 

瑕疵保険のご案内・保証依頼 

買主様への瑕疵保険 「まもりすまい既存住宅保険【検査機
関保証型】」のご案内をお願いします。 
詳細はｐ11～12をご覧ください。 

媒介取得 

インスペクション 

売買契約 

物件情報掲載 

インスペクションの立会・結果通知 

インスペクション実施時の立会と売主様へのインスペクションの
結果通知をお願いします。 
詳細はｐ9をご覧ください。 

仲介事業者様用 
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重要事項説明時 

「インスペクション結果報告書」の「建物状況調査の概要（重
要事項説明用）」を利用してインスペクションの結果を説明し
てください。なお、重要事項説明の対象となる建物状況調査
は、調査実施してから1年以内のものです。また、インスペク
ション事業者への保証依頼手続きをお願いします。 

詳細はｐ13をご覧ください。 

重要事項説明 

決済・引渡し 

買主様の決定 

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
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売買契約締結時 

基礎、外壁等の現況を売主・買主が相互に確認し、その内
容を宅建業者から売主様・買主様に書面で交付してください。 

→インスペクションを受けてる場合は「インスペクション結果報
告書」での説明が可能となります。 

詳細はｐ9をご覧ください。 

※引渡し前であれば、保証依頼（既存住宅保険の申込）が可能です。 

http://www.mamoris.jp/
http://www.mamoris.jp/
http://www.mamoris.jp/


定期点検の立会・結果通知 

定期点検（引渡後５、１０年目に実施）時の立会と定期点
検の結果通知をお願いします。 

→準備中 

住宅履歴・定期点検 

維持管理のご案内・住宅履歴蓄積サービスの利用申込 

買主様への維持管理（定期点検・住宅履歴蓄積サービス）
のご案内と住宅履歴蓄積サービスの利用申込手続きをお
願いします。 
→準備中 

定期点検結果の蓄積 

定期点検の結果を住宅履歴蓄積サービスに蓄積してくだ
さい。 
→準備中 

仲介事業者様用 
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３．ご利用の流れ 

決済・引渡し 

まもりすまい安心パートナーパックでご提供する
サービースは、サービス毎のご利用も可能です。 



４．サポートツールについて 

各サービスのご案内用チラシ、申込書等のサポートツールは、（一財）ハトマーク支援機構の 
ホームページ（http://www.hatomark.or.jp/）よりダウンロードしていただくことができます。 
 
当社ページの各サービス「インスペクション」タブの「ハトマーク会員向け詳細情報」よりインスペクション申
込書等のツールをダウンロードしていただけます。 

7 

平成30年6月現在 

ログインにはハトマーク会員様専用のＩＤとＰＷが
必要となります。 

1 2 

3 

4 
宅建協会会員向け詳細情報 

B-1 既存住宅状況調査委任契約約款

B-2 インスペクション申込書

B-3 注意事項

B-4 連絡シート

B-5 建物状況調査承諾書

B-6 保証依頼書

B-7 引渡日決定通知書

※インスペクション申込書は上記帳票が
Sheetごとにわかれています。 
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  御見積書の内容をご確認いただき、「インスペクションを申込書」に必要事
項を記入し、必要書類 《参-1》 ｐ16を添付してインスペクション事業者宛に
FAXしてください。なお、インスペクションの実施にあたり、重要事項が記載され
ている「既存住宅状況調査委任契約約款Ｂ-1」を必ずご確認ください。ご確
認いただいた結果、「インスペクション申込書Ｂ-2 」の確認欄にチェックをお願
いします（次頁に続く）。 

  ５．インスペクションのご利用の流れ 
≪ＳＴＥＰ1≫ 

  インスペクションを実施する事業者は、住宅保証機構が提供する事業者の
中からご選択ください。 
インスペクション事業者は、（一財）ハトマーク支援機構のホームページ
（http://www.hatomark.or.jp/）の当社ページの「インスペクション」
タブの「宅建協会会員向け詳細情報」よりご確認いただけます。また、料金の
詳細等、合わせてご確認ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ａ インスペクションのご利用の流れについてご説明いたします。 
案内チラシや帳票類のダウンロード方法はｐ7ご参照ください。  

  「インスペクション案内チラシＡ」 《参-5》 ｐ22を利用いただき、売主様※1

に対してインスペクションのご案内をお願いします。 

ご注意点： 給排水管路・設備等をインスペクションの対象に加える場合や、 

延床面積200㎡超える場合、物件所在地が遠方の場合は、インスペクション 

料金が異なる旨をご案内ください。 

 

 

 

 

1 

2 

  お申込は、 「インスペクション御見積依頼書」 Ｂ-2 《参-8》ｐ28に必要
事項をご記入いただき、インスペクション事業者宛にFAXしてください。インスペ
クション事業者より御見積書をお送りいたします。 
※御見積書が不要な場合は、④の流れにそってお手続きをお願いします。 

3 

仲介事業者様用 

次頁へ 

Ｃ 

※1 インスペクションを実施せずに売買された後、買主様に対してインスペクショ
ン+保険のご案内をいただく場合は、「インスペクション+保険案内チラシ
Ｃ」 《参-7》ｐ26 をご利用ください。 

   ≪STEP1≫の説明文中にある「売主様」は「買主様」に読替えてください。 

8 

Ｂ-2 

4 

※インスペクション事業者の一覧、 
料金表等が表示されます。 



  インスペクション事業者よりハトマーク会員様にご請求書を送付いたします。
インスペクションの実施前までにお振込みいただくようお願いします。 
なお、請求書の送付先を「インスペクション申込書Ｂ-2」に記載したご住所と
異なる宛先とする場合は、「インスペクション申込書（連絡シート）Ｂ-4」 
《参-9》 ｐ29に送付先を記入し、申込時に併せてＦＡＸしてください。 

  お申込み後、インスペクション事業者よりインスペクションの実施日につい
て連絡があります。売主様にご連絡いただき、日程調整をお願いします。 
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5 Ｂ-4 

【参考 インスペクション結果報告書見本】 

   「インスペクション結果報告書」をインスペクション事業者からハトマーク会員様へご郵送いたします。ハト
マーク会員様から売主様にお渡しください。 
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インスペクション 
実施 

  インスペクションの際には 
  ハトマーク会員様も 
  立会いをお願いします。 
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次頁へ 

  ５．インスペクションのご利用の流れ 
≪ＳＴＥＰ1≫ 

仲介事業者様用 
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  （前頁からの続き）また、必ず「建物状況調査承諾書Ｂ-5」≪参-10≫ｐ30のご提出をお願いします。 
給排水管路・設備等のオプション検査※2やフラット35の同時検査※3 を希望される場合は、 「インスペクション申
込書Ｂ-2」の≪オプション検査≫、 ≪フラット35同時検査≫のチェックボックスを選択してください。 
 
 
 
 

※2 給排水管路・設備等をインスペクションの対象に加える場合は、オプション検査料がかかります。 
※3 インスペクション実施事業者がフラット35の適合証明機関の場合のみ、インスペクションと同時にお申込いただく事が

できます。フラット35の同時検査の詳細につきましては、インスペクション実施事業者にお問合せください。 
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 インスペクションの結果は、物件情報として各種情報媒体に掲載していただくことができます。 

【物件概要】 

• 交通：〇〇〇駅 徒歩５分 

• 所在地：〇〇県〇〇〇市〇〇町 

• 土地面積：149.95㎡（45.35坪） 

• 建物面積：1Ｆ56.31㎡ 2Ｆ52.99㎡ 

• 築年月日：平成18年3月 

• 都市計画区域 

• 設備：東京電力・上水道 下水道 

• 取引形態：仲介 

• 第三者検査機関による建物の検査 

  実施済み 

• １年または５年の保証付帯可 

〇〇〇 〇〇 

  ５．インスペクションのご利用の流れ 
≪ＳＴＥＰ１≫ 

【事例１】 

不動産広告チラシに「第三者検査機関によるインスペクション実施済み住宅」として掲載でき、買主様に安心
をアピールできます！ 

 第三者検査機関による建物の検査 
    実施済み 

 1年または5年の保証付帯可 

広告例 

9 

掲載事例（ハトマークサイト） 

掲載事例（東日本レインズ） 

仲介事業者様用 

【事例２】 

レインズやハトマークサイトの物件の特徴に「瑕疵保険検査基準に適合」と掲載することができます。 

※ インスペクションの結果、指摘事項があった場合は、補修工事を実施し、再インスペクションを受けていただく必要があり

ます（再インスペクション料がかかります。） 

瑕疵保険検査基準に適合 
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  ６．瑕疵保険のご利用の流れ 
≪ＳＴＥＰ２≫ 

※ ハトマーク会員様が売主となる場合にご利用いただく保険は「検査と保険」がセットになった「まもりすまい既存住宅保険【宅建業
者売主型】」となります。この場合、インスペクションの結果を保険加入に活用することはできませんのでご注意ください（別途、住
宅保証機構(株)による現場検査が必要となります。） 。詳しくは、住宅保証機構(株)のホームページ
（https://www.mamoris.jp/）をご覧ください。 

 

 買主様より保証依頼を受けた検査機関（インスペクション事業者）が、住宅保証機構に対し

保険申込を行い、保険契約を締結します。 

 雨漏れなどが発生した際には、検査機関（インスペクション事業者）が買主様に対して保証を

行い、その費用が保険でサポートされます。 

 住宅保証機構(株)が提供する 「インスペクション事業者」 が実施したインスペクション（瑕疵

保証検査）結果を 「まもりすまい既存住宅保険【検査機関保証型】」の保険加入に活用する

ことができます。  

※保険を付保するためには、新耐震基準に適合しているなど一定の要件があります。また、別途保

険料等が必要です。 

※ インスペクションの結果、指摘事項があった場合は、補修工事を実施し、再インスペクションを受け

ていただく必要があります。（再インスペクション料がかかります。） 

●「まもりすまい既存住宅保険【検査機関保証型】」のしくみ 

※  上記費用の他、検査機関が行う保証にかかる費用として保証料（30,000円/非課税)が必要です。 

※ その他契約条件における保険料等については、お問い合わせください。 

保険料＋書類審査料 

〈契約条件〉 一戸建木造住宅、故意・重過失の特約あり、既存住宅現況検査技術者がインスペクションを行った場合 

● 料金例 
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仲介事業者様用 

瑕疵保険 「まもりすまい既存住宅保険【検査機関保証型】」 のしくみについてご説明します。 

保証タイプ 100㎡未満 
100㎡以上 

125㎡未満 

125㎡以上 

150㎡未満 
150㎡以上 

保証期間 １年間 

保険金額 500万円 22,470円 24,060円 25,450円 27,790円 

保証期間 １年間 

保険金額 1,000万円 23,340円 25,170円 26,760円 29,460円 

保証期間 ５年間 

保険金額 1,000万円 41,940円 47,850円 52,980円 61,670円 

https://www.mamoris.jp/
https://www.mamoris.jp/


６．瑕疵保険のご利用の流れ 
≪ＳＴＥＰ２≫ 

  「瑕疵保険案内チラシA」 ※1を  《参-5》 ｐ22 を利用いただき、売主様に対して「まもりすまい既存住宅
保険【検査機関保証型】」のご案内をお願いします。 
 
 
 

瑕疵保険 「まもりすまい既存住宅保険【検査機関保証型】」のご利用の流れについてご説明します。 
瑕疵保証の依頼は、必ずご住宅のお引渡し前までにお願いします。 

Ａ 

1 

※1 インスペクションを実施せずに売買された後、買主様に対して保険のご案内をしていただく場合は、「インスペク
ション+保険 案内チラシ C」 《参-7》Ｐ26をご利用ください。 

C 

仲介事業者様用 

12 

案内チラシや帳票類のダウンロード方法はＰ7ご参照ください。 



 7．重要事項説明・売買契約時について 
≪ＳＴＥＰ3≫ 

1 

5 

仲介事業者様用 

  重要事項説明時に 「インスペクション結果報告書」の「建物状
況調査の概要（重要事項説明用）」 《参-16》 ｐ40を利用し
てインスペクションの結果を説明してください。なお、重要事項説明
の対象となる建物状況調査は、調査実施してから1年以内のもの
です。 

1 

13 

【参考 契約内容確認シート見本】 

   瑕疵保証のご依頼をする場合は、「既存住宅保証依頼書 Ｂ-
6」 《参-11》ｐ31に必要事項※2 をご記入いただき、必要書類  
《参-４》ｐ19～21 ※3 を添付して検査機関（インスペクション事業
者）宛にＦＡＸしてください。 

 なお、保険申込に際しては、「まもりすまい既存住宅保険【検査機
関保証型】の概要」 《参-13》ｐ33～36を買主様にご説明し、「契
約内容確認シート」 《参-14》ｐ37により、保険内容のうち買主に
特に知っていただきたい事項をご確認いただく必要があります。 

 

 

 

 

※2 「既存住宅保証依頼書」の依頼者は、買主様・ハトマーク会員
様・売主様のどなたでも構いません。 

※3 インスペクションのお申込みと同時に瑕疵保証のご依頼をいただ
くことも可能です。インスペクションのみのお申込みの場合と必要
書類が異なりますのでご注意ください。 

２ 

【参考 建物状況調査の概要見本】 【参考 瑕疵保証依頼書見本】 

Ｂ-6 



 7．重要事項説明・売買契約時について 
≪ＳＴＥＰ3≫ 

1 

5 

   引渡し日を保証開始日とする「保険付保証明書」 《参-15》
ｐ38をインスペクション事業者からハトマーク会員様へご郵送いたし
ます。 
ハトマーク会員様から買主様へお渡しください。 

ご注意点：お振込みが確認されないと保証書が発行されません。 

5 

仲介事業者様用 

   お引き渡し日が決まりましたら「引渡日決定通知書 Ｂ-7」 
《参-12》 ｐ32に必要事項をご記入いただき、検査機関（インス
ペクション事業者）にFAXしてください。 
その他、お申込時にご提出いただいていない書類等があれば、ご郵
送をお願いします。 

4 

   検査機関（インスペクション事業者）より、「既存住宅保証依頼書 Ｂ-6」 《参-11》 ｐ31に記載され
た依頼者宛にご請求書を送付いたします。買主様などハトマーク会員様以外が依頼者となる場合は、依頼者
様に指定日までにお振込みいただくようご案内をお願いします。 

3 

Ｂ-7 

【参考 保険付保証明書見本】 
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住宅のお引渡し 



まもりすまい安心パートナーパック 
 

参考資料 



  
提出書類 備考 （◎必須△該当する場合） 

◎ 
 
１） インスペクション申込書 
 

◎ 2） 建物状況調査承諾書 

◎ 
 
3） 設計図書 
  

  

     イ．付近見取図 

 
     

ロ．平面図 不動産会社様の間取り図可 

 
     

ハ．立面図 写真可 

参－1 インスペクション申込時必要書類 
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参－2 用語の定義 

 用 語  定 義 

インスペクション 

宅地建物取引業法の一部を改正する法律に対応した「建物状況調
査」と「まもりすまい既存住宅保険【検査機関保証型】」の保険申込をす
る際に必要なかし保証検査を同時に行うものであり、その総称としてイン
スペクションと位置付けています。 
宅地建物取引業法では、既存住宅状況調査方法基準に基づく、「既
存住宅状況調査」を「建物状況調査」としています。 
また、この調査は、国土交通省の定める講習を修了した建築士が、劣
化状況等を示すための調査です。 

瑕疵保証 

保証対象となる部位※の瑕疵によって、次の①～④に掲げる不具合等
が生じた場合に、検査機関が正常な状態に回復するための補修、取替
等の工事を行うこと 
① 構造耐力上主要な部分が基本的な耐力性能を満たさないこと 
② 雨水の浸入を防止する部分が防水性能を満たさないこと 
③ 給排水管路が通常有すべき性能または機能を満たさないこと 
④ 給排水設備、電気設備またはガス設備の機能が失われること 
※ 検査機関が買主様に対して発行する保証書に記載 

瑕疵保証責任保険 
検査機関（インスペクション事業者)が買主様に対して瑕疵保証を行い、
その費用をサポートするための保険 

検査機関 
（インスペクション事業者） 

保証責任を負うことを目的として行う検査（インスペクション）を適正に
実施することとして住宅保証機構に登録された者 

保険料 
「まもりすまい既存住宅保険【検査機関保証型】」等の保険契約申込に
際し、検査機関を通じて住宅保証機構にお支払いただくもの 

保証料 
瑕疵保証の申請に際し、検査機関（インスペクション事業者）にお支
払いただくもの 

保険金支払限度額 
 検査機関が瑕疵保証を行った場合に住宅保証機構がお支払する保
険金の限度額 

構造耐力上主要な部分 

住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材（筋かい、方づえ、
火打材、その他これらに類するものをいう。）、床版、屋根版又は横架
材（はり、けたその他これらに類するものをいう。）で、当該住宅の自重
若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の
震動若しくは衝撃を支える部分 

雨水の浸入を防止する部分 

次の①～③の各部分  
① 住宅の屋根又は外壁  
② 住宅の屋根又は外壁の開口部に設ける戸、わくその他の建具  
③ 雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根
若しくは外壁の内部又は屋内にある部分 
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保険 
内容 

保険種類 既存保険【検査機関保証型】 《参考》 既存保険【宅建業者売主型】 

保険期間 5年 5年 

保険金支払限度額 1,000万円 1,000万円 

保険開始日 お引渡日 お引渡日 

被保険者 
（保険契約申込者） 

検査機関 
（インスペクション事業者） 

宅建業者様 
（ハトマーク会員様） 

インスペクション※1 

（瑕疵保証検査）料 
27,500円（税込） ― 

保険料 46,310円（非課税） 40,820円（非課税） 

保証料※2 30,000円（非課税） ― 

（住宅保証機構が行う） 
現場検査料 

1,540円（税込） 

◎インスペクション結果を書類審査いたします。 
21,220円（税込） 

合計 105,350円 62,040円 

※木造、床面積１２０㎡にて算出 

参－3 瑕疵保証・保険等の料金例 
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※１ 延床面積200㎡を超える場合は38,500円（税込）となります。また、物件所在地により、別途遠方料金をいただ 
    く場合がございます。給排水管路・設備等をインスペクションの対象に加える場合は、オプション検査料がかかります。 

※２ 検査機関（インスペクション事業者）が、当社にお支払いただく保険料とは別に、瑕疵保証の引受に際して請求する 
    費用です。 



参－４ 瑕疵保証依頼時必要書類 
（「まもりすまい既存住宅保険【検査機関保証型】」をご利用いただく場合） 

 
提出書類 備  考（◎必須△該当する場合） 

◎ １） 既存住宅保証依頼書  

△ 
２） 売買契約書（写） 

 申込み時点で売買契約を締結していない場合は、保険証券発行申

請時までに提出してください。 

◎ 
３） 契約内容確認シート 

 申込み時点で売買契約を締結していない場合は、保険証券発行申

請時までに提出してください。 

◎ ４） 引渡日決定通知書  引渡日が決まりましたらご提出してください。 

◎ ５） 設計図書一式   

 ◎ イ．付近見取図  現場所在地がわかるものを添付してください。 

◎ ロ．平面図 
 平面図は間取りがわかるもの、立面図は屋根の形状や開口部位置

等がわかる程度のもの（例：不動産ちらし程度、立面図がない場

合は、住宅全体の外観写真）を提出してください。 

 保険申込後にリフォーム工事を行う場合は、次の内容を赤ペンなどで

示してください。 

① リフォーム工事施工部分・範囲（施工部分が図示ではわかり

にくい場合は、施工予定部分の写真の添付等） 

② 工事内容（例：南側和室・壁紙前面の張替え） 

◎ ハ．立面図 

 

◎ ニ．屋根や壁の防水の仕様がわかる資料 

 屋根の下葺き材や防水紙の仕様がわからない場合、仕上材のみの

記入でよいものとします。 

 平面図等に防水仕様の名称等が追記してある場合は、別途資料の

提出は不要です。 

△ 

ホ．構造または防水にかかるリフォーム工事を行う場合、当

該工事内容の詳細がわかる書面 

  （次のいずれか） 

・工事内訳書（写） 

・施工マニュアル・取付マニュアル等（写） 

・仕様書（写） 

・その他リフォーム工事詳細がわかる書面 

 保険申込後、引渡し前に構造または防水にかかるリフォーム工事を

行う場合に必要です。施工範囲のわかるものを添付してください。 

 

 

△ ヘ．工程表又は工事予定表 

 引渡前にリフォーム工事を行う場合に必要です 

 現場検査実施日の調整のため、次の日程が確認できる書面を提出

してください。 

 リフォーム工事に「構造」を含む工事の場合は、「構造躯体の検査が

実施できる日」が確認できるもの、その他のリフォーム工事は、「工事

完了予定日」が確認できるもの 
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参－４ 瑕疵保証依頼時必要書類 
（「まもりすまい既存住宅保険【検査機関保証型】」をご利用いただく場合） 

 
提出書類 備  考（◎必須△該当する場合） 

 
◎ 

 

６） 新耐震基準等に適合することが確認できる書面（次のいず

れか） 

 

＜建築確認日が昭和 56 年 6 月 1 日以降の場合＞ 

① 建築確認日が昭和56年6月1日以降であることが確認

できる書類（次のいずれか） 

 確認済証（写） 

 検査済証（写） 

 建築確認記載事項証明等の特定行政庁が交付する建

築確認等に係る記載を証明する書類 

 建設住宅性能評価書（新築）（写） 

 住宅瑕疵担保責任保険の保険証券又は付保証明書

（写） 

②住宅金融公庫の融資を受けたことが分かる書類（次のいず

れか） 

・公庫融資設計審査に関する通知書（合格年月日に日付

が昭和 56 年 6 月 1 日以降のもの） 

・公庫融資現場審査に係る通知書（竣工時）（合格年

月日の日付が昭和 58 年 4 月 1日以降のもの） 

・登記事項証明書（住宅金融公庫による抵当権の設定登

記の日付が昭和 58 年 4 月 1 日以降のもの） 

＜建築確認日が昭和 56 年 5 月 31 日以前の場合＞ 

① 耐震基準適合証明書（写） 

② 固定資産税減額証明書（写） 

③ 住宅耐震改修証明書（写） 

④ 建設住宅性能評価書（既存住宅）（写） 

⑤ 以下のいずれかの基準に適合していることを証する書面（建

築士の記名・押印のあるものに限る。） 

 建築基準法施行令第３章及び第５章の４に規定する

基準 

 地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国

土交通大臣が定める基準（平成 18 年国交省告示第

185 号） 

・ 新耐震基準等に適合していることを確認できる書面を提出して

いただきます。 

・ なお、構造躯体に係るリフォーム工事を実施している（実施す

る）場合は、リフォーム工事実施後の住宅が新耐震基準等に

適合していることを確認できる書面を提出してください。 

 

【共同住宅等の現場検査の一部省略について】 

・＜建築確認日が昭和 56 年 6 月 1 日以降の場合＞の①に

定める書類等により、建築確認日について平成 11 年 5 月 1

日以降であることが確認できる場合（共同住宅等のとき）は、

現場検査の一部が省略されます。 

 

 △ 

７） 防水補修基準に適合する工事を 3 ヶ月以内に実施したこと

および当該工事の内容がわかる書面 

   （次のいずれか） 

・請負契約書 

・工事発注書 

・その他工事実施の内容がわかる書面 
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参－４ 瑕疵保証依頼時必要書類 
（「まもりすまい既存住宅保険【検査機関保証型】」をご利用いただく場合） 

 
提出書類 備  考（◎必須△該当する場合） 

 

△ 

８） 新築時の基準に適合することを証する書面 

  （次のいずれか） 

 建設住宅性能評価書（写） 

 住宅性能保証制度の保証書（写） 

 検査済証（写）または検査済証が交付されたことを証す

る書面（写） 

 

・ 共同住宅等で評価機関が発行する各住戸の評価書交付

番号及び交付年月日が確認できる一覧表（写）が添付で

きる場合は、建設住宅性能評価書（写）の提出は不要で

す。 

・ 新築時、当社のまもりすまい保険に加入している場合は、既

存保険の保険契約申込書に新築時の保険申込受付番号

（3から始まる8桁の番号）を記入してください。別途証する

書面（保険証券（写）等）の提出は不要です。 

 

△ 

９） その他 

 例：増改築等のリフォーム工事を行う場合 

① 確認済証（写）又は確認申請書（写） 

リフォーム工事が建築確認を受けている場合に提出し

てください。 

② 地盤調査報告書（写）又は現地調査チェックシート 

リフォーム工事のために、基礎・地盤の検討が必要な場

合に提出してください。 

③ 地盤調査結果の考察（写）又は基礎設計のための

チェックシート 

リフォーム工事のために、基礎・地盤の検討が必要な場

合に提出を依頼してください。 
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参－５ インスペクション案内チラシ（表面）A 
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参－５ インスペクション案内チラシ（裏面）A 
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参－6 瑕疵保険案内チラシ（表面）B 
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参－6 瑕疵保険案内チラシ（裏面）B 
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参－7 インスペクション＋保険案内チラシ（表面）C 
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参－7 インスペクション＋保険案内チラシ（裏面）C 
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参－8 インスペクション申込書（御見積依頼書） 

28 

※黄色の網掛け部分は必須項目です。必ずご記入ください。

年 月 日

宛

《ご依頼主様の情報》

　 ＦＡＸ

＠

《建物の情報》

年 月

㎡

年 月

年 月 日

インスペクション実施検査機関　宛

《ご提出いただく設計図書等（必須）》

　①　付近見取図　　②各階平面図（間取り図可）　　③立面図（全景写真可）　　④建物状況調査承諾書　　

《オプション検査》

                 

《フラット35同時検査》

　

※フラット35の同時検査は、インスペクション実施事業者が適合証明機関である場合に限ります。

※請求書の送付先が異なる場合は、必要事項をご記載のうえ連絡シートをご提出ください。

第1

希望

第２

希望

《アンケートにご協力お願いします》

●本サービス（まもりすまい安心パートナーパック）はどちらでお知りになりましたか？

●ご依頼はどなたからですか？

インスペクション実施希望日をご記入ください。

第3

希望

住　　所

電　　話

メールアドレス

今後の連絡先

建物所在地（住所）

建物築年月

会社名

インスペクション御見積依頼書

ご依頼日 平成

所属協会名

ご担当者

延べ床面積 建物階数 階

インスペクション実施

検査機関使用欄

御見積番号

建物の構造

お取引形態

瑕疵保証の希望

実施した時期　

構造または防水に係るリフォーム工事の有無（予定を含む）
リフォーム等の実施状況

その他の図面等ヒアリングにより追加でご依頼する場合があります。

お申込日 平成

インスペクション申込書

別紙の既存住宅状況調査委任契約約款を必ずご確認ください。ご確認いただきましたらチェックボックスにレ点を入れてください。

上記の見積依頼書の内容でインンスペクションを申込ます。

※見積依頼書の内容に訂正がある場合は二重線で訂正し、正しい情報を記載してください。

フラット35Ｓ（耐震）同時検査フラット35同時検査

給排水管路保証有給排水管路・設備保証有

フラット35Ｓ（耐震以外）同時検査

有

ハトマーク支援機構のホームページ ハトマークフェロー 宅建協会 その他

売主様 買主様 宅建業者様

既存住宅状況調査委任契約約款を確認しました。

希望する 希望しない 未定

無

仲介 買取再販（宅建業者売主型）



参－9 インスペクション申込書・連絡シート 
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●費用請求先、送付先

※インスペクション申込書のご依頼主の情報と請求書送付先が異なる場合にご提出ください。

〒

TEL FAX

住　所

氏　名
（法人の場合は会社名）

フリガナ

連　絡　シ　ー　ト　

所属・担当者名
（法人の場合のみご記入）



参－10 建物状況調査承諾書 
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年 月 日

インスペクション実施検査機関　宛

住所

氏名
（ご担当者）

記入日

建物状況調査承諾書

承諾者区分

印

印

上記の建物及び敷地に入り、建物状況調査を行うことについて承諾します。

氏名

建物状況調査

（インスペクション）申込者

≪ハートマーク会員様≫

調査対象住宅の

建物名称又は邸名

会社名

調査対象住宅の

所在地

売主様 買主様 所有者様 居住者様



参－11 瑕疵保証依頼書（記入例） 
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一般財団法人ベターリビング 平成 年 月 日

理事長　井上 俊之　様

　依頼者

現住所

氏名

【住宅の所在地（住居表示）】

【住宅の建て方】

【住宅の構造】

【住宅の床面積】 ㎡

【保証タイプ】

【特約の付帯の有無】

【防水補修基準適合住宅】※ ※保証依頼受付時から過去3ヶ月以内に、住宅保証機構が定める

　 防水補修基準に適合した補修工事を実施した住宅 （一戸建住宅のみ）

【引渡前リフォーム工事】

構造耐力上主要な部分の新設または撤去する工事

【売買契約の締結】

平成 年 月 日 頃締結予定

【引渡しの時期】

平成 年 月 日 頃予定

　 < 添付書類 >

① 付近見取図
② 各階平面図（間取り図可）
③ 立面図（全景写真可）
④ 屋根や壁の防水の仕様がわかる資料（屋根の下葺き材や防水紙の仕様がわからない場合は仕上材のみの
　 記入で可。平面図等に防水仕様を追記した場合は不要）
⑤ 構造または防水にかかるリフォーム工事を行う場合、当該工事内容の詳細がわかる書面
⑥ 工程表又は工事予定表（引渡し前にリフォーム工事を行う場合）
⑦ 新耐震基準等に適合していることが確認できる書面
⑧ 防水補修基準に適合する工事を3ヶ月以内に実施したことおよび当該工事の内容がわかる書面
⑨ 新築時の基準（建築基準法等）に適合することを証明する書面（新築時にまもりすまい保険に加入している
   場合は不要）

※　インスペクションと同時申込の場合は①～③を重ねて提出いただく必要はありません。
※　詳細については「まもりすまい安心パートナーパック ご利用ガイド」をご参照ください。

構造または防水にかかるリフォーム工事を

実施予定

既存住宅保証依頼書

28 4 1

東京都港区芝公園1-1-1

まもりす不動産株式会社 印

　下記の住宅の既存住宅個人間売買瑕疵保証責任保険に係る既存住宅の保証を依頼します。この依頼書に記載
の事項は、事実に相違ありません。
　依頼に係る保証費用として、既存住宅個人間売買瑕疵保証責任保険に係る既存住宅現況検査等業務要領に基
づき算定され、引受承諾書に明示された額を支払います。

記

東京都港区芝2-2-2

110

構造または防水にかかるリフォーム工事を

実施予定

インスペクション実施後構造または防水に

かかるリフォーム工事を実施済

一戸建住宅

木造 木造以外

契約期間 １年 保証金額 500万円

契約期間 １年 保証金額 1,000万円

無

有 （給排水管路・給排水設備・電気設備・ガス設備の特約）

契約期間 ５年 保証金額 1,000万円

有 （給排水管路の特約）

非該当

該当

含まない 含む

済

未了 売買契約締結時期未定

未定

インスペクション同時申込

インスペクション同時申込以外

該当する場合のみチェックしてください

いずれかにチェックされた場合

検査機関宛 

東京都港区まもりす1－2－〇 

東京都港区まもりす2－2－2 



参－12 引渡日決定通知書 （記入例） 

32 

年 7 月 1 日

インスペクション実施検査機関　宛

《ご提出いただく添付書類（必須）》

① 売買契約書（写し）

② 契約内容確認シート

年 7

引渡日決定通知書

住宅取得者住所

〒

※住宅の所在地と所有者様の住所が異なる場合のみご記入ください。

2016

月 7 日

住宅取得者名

フリガナ 　　　　　　　　　　　　マモリス　マイ

まもりす　舞

引渡日 2016

守須 舞 



参－13 既存住宅個人間売買瑕疵保証責任保険の概要 
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参－13 既存住宅個人間売買瑕疵保証責任保険の概要 

34 



参－12 既存住宅個人間売買瑕疵保証責任保険の概要 

35 



参－12 既存住宅個人間売買瑕疵保証責任保険の概要 
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参－14 契約内容確認シート 
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参－15 保険付保証明書（見本） 
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参－16 インスペクション報告書 
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TEL 03-6435-〇〇〇〇 FAX 03-6435-〇〇〇〇 
 



参－16 インスペクション報告書 
建物状況調査の概要  

40 



参－16 インスペクション報告書 
既存住宅状況調査 調査報告書  
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参－16 インスペクション報告書 
瑕疵保証検査結果報告書  

42 

TEL 03-6435-〇〇〇〇 FAX 03-6435-〇〇〇〇 
 



   
https://www.mamoris.jp/ 

 

       
まもりすまい 検索 

●ご不明な点等、お気軽にお問い合わせください● 

お問い合わせ先 

43 

お問い合わせ内容 お問い合わせ先 

制度の概要等について           住宅保証機構（株） 
営業推進部 
ＴＥＬ：03-6435-8863 
ＦＡＸ：03-3432-0571 

まもりすまい既存住宅保険の申込手続き等について 住宅保証機構（株） 
業務部業務課 
ＴＥＬ：03-6435-8864 
ＦＡＸ：03-3432-0571 
 

インスペクション等について 
・既存住宅保険 瑕疵保証検査基準について 

住宅保証機構（株） 
技術部技術管理課 
ＴＥＬ：03-6435-8865 
ＦＡＸ：03-3432-0572 
 

インスペクションの申込について インスペクション事業者様に 
お問い合わせください 
 

http://www.mamoris.jp/

